
  

 一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会 神奈川支部規程 

 

（名称） 

第１条 本支部は、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会（以下「本会」 

という。）神奈川支部（以下「支部」という。）と称する。 

（地域） 

第２条 支部の地域は神奈川県とする。 

（事務所） 

第３条 支部の事務所は横浜市に置く。 

（事業） 

第４条 支部は、本会の定款第３条に規定する目的を達成するため次の事業を行う。 

２ 本会の事業又は本会が国等から委託を受けた事業、又は支部が再委託を受 

けた事業。 

３ 神奈川労働局・労働基準監督署等との連携、協力する事業、並びに地方公 

共団体及び関係団体との連携、協力、協調する事業。 

４ 事業場の安全及び衛生の診断並びにこれに基づく指導の実施に関する事業。 

５ 労働安全衛生コンサルタント業務に必要な教育、指導及び研究並びに研修 

会等の開催。 

６ その他、本会並びに支部の目的達成のために必要な事業。 

（会員） 

第５条 支部の会員は、次の通りである。 

一 正会員 

本会の会員であって、支部の地域内に事務所、勤務先又は住所を有する者。 

二 準会員 

本会の準会員であって、支部の地域内に勤務先又は住所を有する者。 

（会員資格の取得及び喪失） 

第６条 本会の会員は、本会への入会と共に支部会員となり、退会と共に支部会員 

の資格を失うものとする。 

（入会金及び会費） 

第７条 支部の入会金及び支部会費は徴収しない。ただし、支部の事業の運営、部 

会の運営、事務所の維持、行事、会合等の支部活動に必要な経費に充てるた 

め、事業目的に賛同する会員から必要な部会の入会金及び会費等を徴収する 

ことが出来る。 

２ 前項の金額については、支部運営または部会運営の規程に定める。 

（支部総会） 

第８条 支部総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、毎年１回、事業年度終了後３ヶ月以内に開催する。 

３ 臨時総会は、次のいずれかに該当するときに開催する。 

一 幹事会で開催の決議がなされたとき。 

二 正会員の５分の１以上から、総会の目的である事項及び招集の理由を記 



した書面により、招集の請求が支部長にあったとき。 

なお、臨時総会は、一又は二の請求があった日から６週間以内に支部長は

開催しなければならない。 

４ 支部総会は、支部長が招集し、支部に関する重要な事項の報告を受け審議 

する。 

５ 支部総会は支部長が議長となり、委任状を含む正会員の３分の１以上の出 

席で成立し、議決は、委任状を含む出席正会員の過半数をもって決し可否同 

数のときは、議長の決するところによる。 

６ 支部総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をも 

って決議し、又は支部総会に出席する正会員を代理人として議決権の行使を 

委任することが出来る。 

７ 支部総会の議事について議事録を作成し、支部総会に出席した正会員のう 

ちから議長が指名した者２人が、議事録に署名押印する。  

８ もし支部総会が成立しなかった場合は、幹事会がその役割を代行する。 

（役員の設置） 

第９条 支部には次の役員を置く事が出来る。 

一 幹事 ２０人以内 

幹事のうち、１人を支部長、３人以内を副支部長、５人以内を常任幹事と 

する。  

二 支部監事  ２人以内 

（役員の選任） 

第１０条 役員は、正会員のうちから支部総会において選任する。 

２ 役員の候補は、別に定める役員選出規程による。 

３ 支部長は、幹事の互選により選任し、支部総会の承認を受ける。また、 

 本会の会長の承認を得るものとする。 

４  副支部長、常任幹事は支部長が指名し幹事会で承認する。 

５ 支部長を変更するときは、「支部長変更願い」を本部に提出し会長の委嘱 

 を受ける。 

６ 支部監事は、幹事を兼ねることはできない。 

７ 支部長、幹事と支部監事の解職は、総会の議決によらなければならない。   

（役員等の職務） 

第１１条 役員等は、次の業務を遂行する。 

一 支部長は、支部を代表して業務を統括する。 

二 支部長は、本会会長から委任を受けた事項について対外的な契約行為 

を行うことが出来る。 

三 副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故があるとき又は支部長が欠け 

 たときは、幹事会が予め決定した順序によってその職務を代行する。 

四 常任幹事は、担当する支部業務を執行する。 

五 幹事は、幹事会の構成員となり支部業務を執行する。 

六 支部監事は、役員等の業務執行状況を監査し、事業と財産の状況並びに 

 事業報告及び収支決算について監査し監査報告を行う。なお支部総会、常 



任幹事会、幹事会、事業部会、委員会等の支部会議に出席し、意見を述べ 

ることが出来る。 

七 事務責任者は、支部長を補佐して業務を処理する。 

（役員の任期） 

第１２条 幹事と支部監事の任期は２年とする。ただし、補選された場合の任期は 

前任者の残存期間とする。 

２ 幹事と支部監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最 

 終のものに関する支部の定期総会終了の時までとし、再任を妨げない。 

３ 幹事と支部監事は任期が終了した場合においても、後任者が就任するま 

 ではその職務を行うものとする。 

（支部の相談役、顧問） 

第１３条 支部長は、支部の相談役、顧問を委嘱する事が出来る。 

２ 相談役は、支部長の諮問に応じ支部運営について助言するとともに、常 

任幹事会、幹事会、事業部会、委員会等の支部会議に出席して意見を述べ 

ることが出来る。 

３ 顧問は、支部長の諮問に応じ支部業務に関する重要事項について助言す 

る。 

（報酬） 

第１４条 常勤の役員に対しては幹事会が定めるところにより報酬を支給すること 

ができる。 

（幹事会） 

第１５条 支部に常任幹事会と幹事会を置く。 

２ 常任幹事会は、支部長、副支部長及び常任幹事をもって構成する。 

３ 幹事会は、支部長、副支部長、常任幹事及び幹事をもって構成する 

４ 常任幹事会と幹事会は、支部長が招集し、支部長が議長となり、委任状 

 を含む構成員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって決し、可 

 否同数のときは議長の決するところによる。また、会議の形式は、必要に 

応じＷｅｂ会議として、電磁的方法による決議をすることができる。 

５ 常任幹事会の職務は、次のとおりとする。 

一 幹事会に提案する議題に関する準備及び審議。 

二 支部長からの諮問とそれに対する答申に関すること。 

６ 常任幹事会の運営は、下記による。 

一 支部の業務執行の決定。 

二 事務責任者の職務の執行の監督。 

三 内規等の制定、変更又は廃止。 

四 総会の目的である事項等の決定。 

五 幹事会において定めた事項。 

７ 臨時幹事会は、次のいずれかに該当するときに開催する。 

一 支部長が必要と認めたとき。 

二 幹事の過半数の請求があったとき。 

三 支部監事２人の請求があったとき。 



なお、支部長は、上記一～三号のいずれかの臨時幹事会の請求があった

ときは、速やかに開催しなければならない。 

８ 幹事会は、副支部長、常任幹事の在任中の役職退任を議決できるものと 

する。 

（支部内組織） 

第１６条 支部は、第４条で定める事業を遂行するために事業部会、常設の研修委 

員会、常設の総務委員会及びその他の委員会等を設ける事が出来る。 

２ これらの組織への参加は会員の任意である。 

３ 事業部会への参加は、第４条の事業目的を達成及び援助することに賛同 

する会員によるものとする。 

４ 事業部会に参加する会員は、第７条に定める会費等を負担するものとす 

る。 

５ 支部の運営に強く関わる組織の設置、改廃は直近の支部総会に報告する 

ものとする。 

第１７条 事業部会は、別途定める「事業部会運営規程」に基づき活動する。 

２ 事業部会の長は、支部長が推薦し幹事会の承認を得る。 

第１８条 研修委員会、総務委員会及びその他の委員会は、別途定める「委員会運 

営規程」に基づき活動する。 

   ２ 委員会の長は、支部長が推薦し、常任幹事会の承認を得る。 

（事業年度） 

第１９条 支部の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（収益及び費用） 

第２０条 支部の収益は、次の各号に定めるものとし、支部長がこれを管理する。 

一 本部からの交付金等。 

二 本部からの助成金。 

三 第４条の事業による収益。 

四 第７条の会員から徴収する入会金及び会費。 

五 その他の収入。 

２ 支部の費用は、支部の収益をもって支弁する。 

３ 支部の会計は、本会会計の一部として決算される。 

４ 支部の資産は、本会にて管理される。 

（事業計画及び決算） 

第２１条 支部長は、毎事業年度当初に事業計画及び収支予算を作成し、常任幹事 

会で審議し、幹事会の承認をえなければならない。 

２ 支部長は、第１項の事業計画又は予算を変更しようとするときは常任幹 

事会で審議し、幹事会の承認をえなければならない。ただし、軽微な変更 

については、この限りではない。 

３ 幹事会で承認を得た事業計画及び収支予算は直近の支部総会に報告する 

ものとする。 

（事業報告及び決算） 

第２２条 支部長は、毎事業年度終了後に事業報告並びに決算報告書を作成し、支 



部監事の監査を受けたあと、常任幹事会で審議し、幹事会の承認を経て、

支部総会に提出しその内容を報告する。 

（本会への報告） 

第２３条 支部長は、毎事業年度終了後速やかに前年度の収益及び費用を本部に報 

告する。 

（事務局） 

第２４条 支部は、事務局を設け事務責任者を置く。 

２ 事務責任者を置いた場合または変更した場合は、「支部事務局変更届」に 

より本部に報告する。 

３ 事務局に関し必要な事項は、常任幹事会の議決を経て支部長が定める。 

４ 事務局には本部定款、支部規程、支部会員名簿、総会、幹事会及び常任 

幹事会の議事に関する書類、事業報告及び決算報告を備える。その他の書 

類、帳簿、及び保管期間は別途定める。 

（支部規程の制定） 

第２５条 支部規程、役員選出規程、事業部会運営規定等は幹事会の議決を経て支 

部長が定める。    

（支部規程の変更） 

第２６条 支部規程は、幹事会の決議により変更することが出来る。そして直近の 

支部総会に報告するものとする。 

２ 支部規程の変更をした場合には、速やかに本会会長へ報告し承認を得 

るものとする。 

 

附則（平成４年１０月１６日） 

一 この支部規程は平成４年１０月１６日より施行する。 

二 第１２条の規定にかかわらず、設立時の役員の任期は平成５年３月３１ 

日までとする。 

三 第２１条中「４月１日」は、支部設立の年度にあっては、「支部設立の日」 

と読み替えるものとする。 

附則（平成９年６月６日） 

  この改正規程は平成９年６月６日より施行する。 

附則（平成１１年６月１５日） 

この改正規程は平成９年６月６日より施行する。 

附則（平成１３年６月１５日） 

  この改正規程は平成１３年６月１５日より施行する。 

附則（平成１５年６月１３日） 

  この改正規程は平成１５年６月１３日より施行する。                                             

附則（平成２２年６月１１日） 

  この改正規程は平成２２年６月１２日より施行する。 

附則（平成２８年６月２５日） 

  この規程は平成２８年６月２５日より施行する。 

附則（平成３０年６月８日） 



この規程は、平成３０年６月９日より施行する。 

ただし、第９条の幹事の定数は平成３０年度及び３１年度は２５人以内とする。 

附則（令和２年４月１８日） 

この規程は、令和２年４月１９日より施行する。 

以上 


